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午後２時０９分開会 
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げましたが、ジェトロの活動時にＣＳＲ的な要素を考えて行うというのは良いですが、ＣＳＲの活

動そのものをジェトロが行うというのはやはりおかしいと思います。この最後の行を見ると、ＣＳ
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 これは新しい事業になるかどうか全然わかりませんけれども、ジェトロさんがＣＳＲのいろいろ

支援のことで、例えばセミナーをずっと開いていくとか、そういうようなことでジェトロさんの事

業にもなり得る可能性があるかなということをちょっと申し上げたわけです。 
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じるのは、実は文章としましては経済産業省の中間報告でいえば、ＣＳＲの基本的考え方として出

ているものが、例えば１）３）４）５）６）というのはそこの中に出てくるものなんですね。それ

をもって例えば貿易・投資促進事業における環境社会配慮の基本的考え方なのかというところで私

自身は非常に違和感を感じます。 

○原科委員長 お２人から違和感を感じるというご意見ですけれども、高梨委員どうぞ。 

○高梨委員 国際協力のところにちょっと戻るのですけれども、お話のようにキャパビルをここま

で出すというのは私も若干違和感を覚えないことはないのですけれども、ただジェトロの方に事実

関係として確認したいのです。 
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 吉田委員どうぞ。今の関係。 

○吉田委員 ええ、今の関係。 

 今、委員長がおっしゃったように、それから企画部長さんのコメントにあったようにストラクチ

ャーそのものを、基本的な考え方というものを整理する必要がある。すなわちジェトロみずからの

事業に関連してという、ここで言う２のほうが前に来るのかなという感じですね。 

 そしてもう１つは、基本的考えの中に加えて、互恵している日系企業を通じてサプライチェーン

のあれがあって、こうこうあるよということを説明して、そして１．のほうの議論に入っていくと
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ていくかということですから、だからそこは一まとまりにした方がいいのだろうと。 

○満田委員 一まとまりにして基本的な考え方として書くということですね。 
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力の確保」の２つ目の段落です。
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ドプラクティスの推進と今委員長がおっしゃったような分け方ということで理解しまして、それで
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○原科委員長 では、形式としては②－２の３「企業の社会的責任（ＣＳＲ）とジェトロの取り組

み」のような表現、形をとりますけれども、中身はこれではないということですね。中身はこうい

う格好ではなくて、記述を変えたい。形としてはこういう形で、あと別表をつける、そういう形式

で整理したらどうだろう、そういうご提案と考えてよろしいですか。 

○満田委員 はい。 

○原科委員長 ということは、またここも随分文章を直さなければならない。清水部長どうぞ。 

○清水産業技術部長 これは①から⑪が別表という形で残るということなのでしょうか。そこだけ

確認させていただきます。 

○原科委員長 今そういう提案だそうです。 

○清水産業技術部長 もともと６月の委員会でこのリストが出てきたと思いますが、その後このリ

ストの中身についてどういう議論がワーキンググループでなされたか、私は全く承知していません

が、委員会では今までこの中身の議論を一度もしていないのではと思います。前段の「環境社会リ

スクの回避」のところはジェトロ側からもともと出した資料の中にもあり、我々としてもどういう

ものなのかは理解しております。しかし、グッドプラクティスについては、一般的に書くのであれ

ば否定はしませんが、これがグッドプラクティスに含まれるものですとリストが別表に残るのであ

れば、これとはそもそも何ですかという議論をしないと、ミスリーディングなものになると思いま

すし、適当ではないと思います。 

 実際にこのリストをつける必要が本当にあるのか否かはもう少し議論していただいた方がいいの

ではないかと感じます。 

○原科委員長 今のご意見でございます。確かに中身の議論をちゃんとしないといけないと思いま

すので、これに対してご説明いただければと思いますが。 

○事務局（藤崎） ワーキンググループのときも私のほうから若干は議論させていただきましたけ

れども、①から⑪まであるのですけれども、非常に異なった次元のものが列挙されているという感

じを私は受けます。例えば、④と⑤に関して言うと、これは「社会的弱者への配慮」ということを

含めまして、恐らく「サプライ・チェーンを通じた環境社会配慮、ＣＳＲ調達」みたいなところに

これは含まれるのかな。ただこれは、これ自体はＣＳＲで基本的に議論されていることですから、

これは普通のお話だと思います。 

 それで、あとは、例えばだれがやるかという話、だれが主体となってやるかという話が、随分書

かれていることによって違うのですね。例えば恐らく①と⑪ですか、これは民間企業さんが基本的

に取り組まれる。それに対して何らかの形でジェトロがサポート可能であるならサポートできるよ

うな話、①⑥⑪ですね。環境管理に関して、これは①のほうは、主体がはっきりしませんけれども、

恐らく日系企業なのかしら。というのは、⑥に「地元産業の環境管理」云々ということがあります

から、恐らく①が日系で、⑥が地元企業で、それで⑪に関して言うと、これもちょっと、ジェトロ
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からジェトロとしてもやらなければいけない、あるいはそういったグリーン調達とかＣＳＲ調達に

関して、それをジェトロとしても考えて行動しなければいけないでしょうし、あるいはそれを促進

していくような活動というのは当然あってしかるべきだろうということでございます。 

○原科委員長 そうしますとこれは、むしろジェトロ自身のＣＳＲの主要な部分と考えたわけです

か。重要な部分、ジェトロ自身のＣＳＲ。 
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○原科委員長 法令遵守は当たり前だから、これをＣＳＲとしては間違いです。 
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○事務局（藤崎） 作業というか、検討はいたします。 

○原科委員長 検討はしていただく。吉田委員どうぞ。 

○吉田委員 これは、実はこの文章のタイトルをどうするかというのと非常に密接に関与している

と思うのです。要するにエンフォースメントをどうとらえるかですよね、ガイドラインに対して。

そういう意味合いがある。結構深いクエスチョンだと思います。 

○原科委員長 これはなかなか難しいところですけれども、ではワーキンググループでその点も検

討していただくということにいたします。ちょっと準備に時間がかかりますね。 

○満田委員 その点に関しては、原則というのはこの場で、あと10分ほどあると思いますので、

基本的な方向性なりとも示していただいたほうがいいのかと思います。余りワーキンググループの

仕事が増えてしまうとよろしくないと思っていまして。 

 私の非常に大ざっぱな考え方ですと、批准している国際条約など、あとは国内法ですね、これは

遵守する。それから、そのほかに関してはケース・バイ・ケースで、少なくとも尊重、活用してい

く、そういうことなのではなかろうかと思うのですが、いかがですか。 

○原科委員長 一緒にしちゃうとややこしいのかな。「関連する国際的な枠組みや条約、各国の法
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○原科委員長 その点を難しく考えるかどうかなんですね。日本が批准している場合には当然守ら

なければいけないということだと私は思いますけれども。 
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きょうの議論に基づきましてさらに改定したものを用意していただきます。 
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ファぐらいで参りましょう。ただ前回議論しましたので、その議論にリスポンスしないと。意味あ

る応答をしないといけないと思いますからね。それはやっておくというぐらいのところです。 

 それでは、次回は８月９日、そのようにいたしまして、その次に今度は第Ⅱ部ですね。その次の

日程を決めましょう。 

○事務局（植田） では30か31では。 

○原科委員長 ではその２つで。このメンバーは全員オーケーだから。あと欠席の方。では30な


